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木

敏

一

　
　
〔
要
約
〕
馨
胤
漆
黒
禁
野
に
在
り
し
頃
・
玉
入
笑
祖
が
轟
轟
れ
の
走
競
護
る
紫
黒
色
を
芒
て
い
た
の
㌃
猪
”
と
呼
ん
だ
．
含
伝
わ
｛

簾
舘
緊
舗
羅
盤
韓
繰
が
讐
鐸
雛
型
籔
熱
鞠
纏
燃
監
載
ゲ
赫
残
響
繋
る
酒
を
た
。
な
…

四
　
興
昧
深
い
こ
と
に
は
弟
太
宗
は
兄
太
粗
と
正
反
対
の
婿
型
で
、
全
く
下
戸
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
二
人
は
同
腹
兄
弟
で
あ
り
乍
ら
、
不
思
議
と
男
呼
相
反
し
殊
　
～

ぞ
酒
の
点
で
懸
し
て
い
た
．
酒
を
撃
っ
て
穏
的
の
い
ざ
・
ざ
さ
え
生
じ
る
。
斯
の
如
く
、
う
ま
の
ム
暴
か
つ
た
・
・
か
ら
考
え
歪
、
太
古
太
宗
に
…

嚇
よ
て
獄
虐
さ
れ
た
と
い
う
試
縷
説
（
宮
崎
市
定
博
士
）
は
愈
、
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
て
来
る
が
、
彼
が
死
に
至
る
経
過
か
ら
推
す
と
病
死
と
考
え
　
　

W
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
長
編
な
ど
の
記
載
に
よ
る
と
、
太
橿
が
不
豫
と
な
っ
て
死
ぬ
迄
、
僅
か
一
夜
の
う
ち
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
病
死
と
す
れ
ば
何
か
　
価

凝
固
蝋
懸
蔓
麟
輪
郭
魏
碧
羅
糠
薫
製
繰
り
鋸
勲
糠
融
鞍
惣
誘
駐
…

㎝
蓼
中
心
と
し
て
盃
の
入
物
論
を
驕
し
、
御
批
判
毒
言
と
す
・
も
の
で
あ
る
こ
と
箸
－
蓬
も
な
い
。
　
　
　
　
　
一

一
、
太
椙
の
風
號
一
日
に
類
す
一

二
、
上
…
戸
の
太
祖
～
数
々
の
逸
事
－

　
　
下
戸
の
太
宗
一
理
太
祖
と
の
牲
格
的
相
違
一
1

瞬
、
酒
豪
の
宿
命
…
死
因
を
疑
う
一

騨
　
太
祖
の
風
貌
！
猪
に
類
す
一
・

河
南
洛
陽
東
北
郊
な
る
爽
馬
匹
に
趙
青
色
が
狐
々
の
声
を
あ
げ
た

の
棲
婁
盛
年
（
九
二
七
年
）
丁
護
二
星
一
＋
査
で
あ
っ
た
。
父

は
後
唐
荘
宗
に
勇
武
の
故
に
愛
さ
れ
禁
軍
を
思
し
た
と
い
う
豪
傑
、

趙
弘
撃
脅
、
母
は
聰
明
智
度
脅
縣
痩
せ
ら
れ
、
悉
継

承
問
題
に
も
容
啄
し
、
太
祖
－
弟
太
（
示
－
子
徳
昭
の
順
に
す
べ
き
を

誓
約
せ
し
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
女
丈
夫
、
昭
憲
皇
后
杜
氏
で
あ
っ
た
。

そ
の
第
二
子
と
し
て
生
れ
た
匡
胤
は
、
凡
器
で
あ
ろ
う
筈
は
な
い
。

鑑
爽
讐
は
ま
た
罵
営
と
も
云
わ
れ
（
雌
）
、
名
の
示
す
き
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ろ
ぞ
は
、
兵
舎
街
と
見
て
大
過
は
あ
る
ま
い
。
桑
原
鴎
蔵
博
士
か
つ

て
洛
陽
に
遊
ば
れ
、
こ
の
地
に
爽
馬
営
と
題
す
る
大
碑
が
厳
存
し
た

　
　
　
　
　
　
　
．
①

由
、
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
霊
界
営
は
、
別
に
ま
た
火
焼
街
と
屯
香
核

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

児
街
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
そ
の
名
の
由
来
は
、
太
祖
の
生
誕
の
際
に

ま
つ
わ
る
一
つ
の
言
い
伝
え
…
赤
光
は
室
を
寄
り
、
異
香
経
宿
し

て
警
ず
、
道
書
曹
青
、
変
芋
蔽
禁
塞
く
と
い

う
。
又
、
第
三
代
の
真
宗
、
此
地
に
応
天
禅
院
を
建
て
た
と
伝
狗
。

　
さ
て
太
祖
［
は
右
述
の
如
く
亥
歳
生
れ
ぞ
長
じ
て
は
容
貌
雄
偉
器
度

　
④

絡
如
、
い
わ
い
る
純
粋
の
武
人
型
で
あ
っ
た
。
中
国
史
上
間
じ
亥
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

生
れ
で
武
人
型
の
天
子
を
逐
と
む
れ
ば
元
の
素
志
が
あ
，
り
、
国
史
の

上
で
は
秀
吉
の
歴
史
的
立
揚
と
よ
く
似
て
い
る
と
宮
綺
博
士
は
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
比
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
面
白
い
た
と
え
だ
と
思
っ
て
、

注
意
し
て
諸
書
を
見
て
い
る
と
、
両
者
は
歴
史
的
立
場
が
似
て
い
る

ば
か
り
か
性
格
も
似
て
い
る
様
に
思
う
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ

な
い
が
、
長
編
、
活
水
記
聞
、
下
人
職
事
奨
編
以
下
の
諸
書
を
通
じ

て
見
た
と
こ
ろ
で
は
後
節
に
の
べ
る
太
宗
と
の
比
較
表
の
外
、
太
祖

の
入
物
評
と
し
て
し
ば
く
諸
史
に
嵐
く
わ
．
す
語
は
「
聰
明
酪
達
、

人
を
知
り
善
く
任
ず
、
」
　
「
神
武
機
権
、
」
「
孝
心
友
愛
、
」
　
「
節
倹
、
」

「
矯
飾
を
事
と
せ
ず
」
　
「
寛
仁
多
恕
」
　
「
英
武
」
な
ど
で
、
欧
陽
脩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
「
太
祖
神
武
英
断
」
と
評
し
て
い
る
。
又
政
策
は
機
智
に
と
み
屡
々

微
行
し
て
近
臣
窪
夢
う
け
る
な
ど
（
白
水
記
聞
巻
…
）
、
秀
吉
の
魔
約

な
と
こ
ろ
と
一
脈
相
通
じ
、
し
か
も
秀
吉
が
「
，
豊
太
闇
」
と
し
て
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

対
的
な
国
民
の
僑
愛
を
博
し
た
に
対
し
、
太
祖
も
「
太
平
天
子
」
と

人
民
の
謳
歌
を
受
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
唯
一
つ
似
て
い
な
い
点

が
あ
る
。
そ
れ
は
容
貌
で
あ
る
。
秀
吉
は
猿
と
い
わ
れ
た
が
、
太
祖

籍
と
呼
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
嬉
稼
軒
堅
塾
ハ
箋
に
「
芸
組
属

猪
」
あ
り
て
驚
く
、

（
後
）
周
駅
…
馬
張
永
徳
好
み
て
方
士
を
廷
く
。
嘗
て
異
人
あ
り
言
ら

く
、
　
「
天
下
将
に
太
平
な
ら
ん
と
し
て
真
主
已
に
出
ず
」
と
。
永
徳

「
誰
ぞ
」
と
問
う
に
答
え
て
温
く
「
た
だ
紫
黒
色
に
し
て
猪
に
属
す

る
人
を
観
ば
、
宜
し
く
善
く
之
を
待
つ
べ
し
」
と
。
徳
永
芸
祖
（
太

祖
）
の
勲
位
漸
く
隆
か
き
を
見
て
、
　
其
の
英
表
を
識
り
、
其
の
生

年
を
問
う
に
亥
に
在
り
と
。
乃
ち
身
を
傾
け
て
親
附
す
。
宋
初
旧
恩

を
以
て
し
礼
貌
は
藩
祖
の
世
を
終
う
る
も
、
こ
れ
少
も
替
る
こ
と
饗

し
。
播
紫
南
、
図
南
に
陳
（
陣
）
し
て
研
航
す
る
の
図
に
題
し
て
云

㌔
つ
、

　
甲
馬
営
中
、
紫
気
高
し
、

　
猪
に
属
す
る
の
人
、
巳
に
黄
抱
を
藩
く
、
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此
の
團
天
の
下
と
、
看
て
無
事
な
ら
ん
、

　
　
是
れ
山
申
に
睡
り
て
牢
を
得
た
る
な
る
べ
し
。

　
右
引
用
文
前
半
は
説
明
を
要
す
ま
い
が
、
最
後
の
播
紫
南
の
詩
は

意
味
深
長
で
、
　
注
意
す
．
〈
き
で
あ
る
。
　
第
一
旬
甲
馬
営
と
は
爽
馬

営
の
・
と
で
、
宋
朝
事
箋
、
皇
朝
編
年
轡
蟻
華
は
、
太
祖

の
生
地
を
甲
馬
営
と
記
し
て
い
る
。
爽
馬
・
甲
馬
二
通
り
の
呼
び
名

が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
し
か
し
今
迄
見
た
と
こ
ろ
で
は
こ
の
こ
書
だ

け
甲
馬
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
宋
史
、
宋
会
舘
稿
そ
の
他
の
諸

書
階
筆
・
い
つ
れ
も
羅
馬
と
し
て
い
る
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。
紫
気
高

し
と
は
天
子
た
る
べ
き
匡
胤
が
生
れ
た
こ
と
を
い
い
、
第
二
句
猪
に

属
す
る
の
人
す
な
わ
ち
太
祖
が
天
子
と
な
っ
た
こ
と
を
指
し
、
第
四

句
山
中
（
陳
橋
駅
）
に
眠
り
て
猪
が
牢
（
天
下
）
を
得
た
の
だ
と
云
っ

た
の
は
巧
み
な
縁
語
を
つ
か
っ
た
も
の
と
思
う
。

　
太
租
の
面
貌
が
黒
か
っ
た
こ
と
に
は
別
に
心
証
あ
り
。
続
資
治
明

鑑
長
編
筆
仁
宗
宝
元
二
年
五
金
酉
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
知
枢
密
院
事
王
徳
用
、
状
貌
雄
偉
に
し
て
面
黒
く
頸
以
下
白
哲

　
な
砂
。
人
皆
之
を
異
と
す
。
其
の
居
第
は
秦
寧
坊
に
在
り
て
宮
城

　
の
北
面
に
直
る
。
開
封
府
属
官
蘇
紳
嘗
て
疏
す
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

　
　
徳
用
の
宅
は
六
四
を
枕
に
し
、
貌
は
芸
祖
に
類
す

と
。
帝
其
の
疏
を
匿
し
て
下
さ
ず
。
御
更
申
丞
孔
道
輔
継
い
で
之
を

言
う
。
且
つ
謂
ら
く

　
徳
用
は
士
心
を
得
た
り
。
宜
し
く
久
し
く
機
密
を
幽
せ
し
む
る
べ

　
か
ら
ず
。

と
。
壬
子
、
罷
め
て
武
寧
節
度
使
と
為
し
本
原
に
赴
か
し
む
云

　
右
文
に
見
ゆ
る
傍
点
の
部
分
に
注
意
し
た
い
。
王
徳
用
は
顔
が
黒

く
て
芸
廻
す
な
わ
ち
太
祖
に
似
て
い
た
こ
と
を
、
蘇
紳
・
孔
道
輔
の

コ
人
ま
で
口
を
揃
え
て
雷
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
事
実
か
ら
逆

に
推
す
と
、
太
祖
の
容
貌
竜
黒
か
っ
た
事
を
察
す
る
に
難
く
な
い
の

で
あ
る
。

　
次
に
、
現
存
し
て
い
る
太
組
の
肖
像
画
三
幅
に
つ
い
て
見
る
と
、

矢
張
り
顔
は
黒
く
画
か
れ
て
い
る
。
最
近
台
湾
か
ら
の
大
陸
雑
誌

聯
膝
聾
鱒
繕
事
氏
の
「
論
中
国
之
肖
像
画
」
が
脅
。
臼

く
、
国
立
中
央
博
物
院
が
前
古
物
陳
列
所
の
文
物
を
接
収
し
た
中
に
、

歴
代
帝
威
像
一
曹
（
六
＋
九
縮
）
あ
り
、
う
ち
に
宋
太
祖
像
は
三
幅
あ

る
。
大
体
貰
下
の
も
の
は
出
来
は
よ
く
な
い
が
宋
元
以
降
の
は
確
か

で
、
宋
，
の
帝
后
像
は
尤
も
傑
作
で
あ
る
。
太
祖
三
像
の
う
ち
一
は
武

士
の
風
装
で
小
幅
だ
が
極
め
て
英
武
の
状
が
現
わ
れ
て
い
る
。
後
周

L16 （39D
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に
仕
え
て
殿
前
都
点
検
（
近
衛
師
団
長
）
た
り
し
時
の
肖
像
ら
し
い
。
他
の

…
幅
は
坐
像
、
別
の
一
蠣
は
半
身
像
で
、
即
位
後
の
壮
年
・
晩
年
の

も
の
ら
し
い
と
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
容
貌
の
点
に
つ
い
て

　
面
部
は
競
黒
色
を
作
し
、
人
情
意
味
豊
沸
た
り
。
此
の
三
像
、
皆

　
極
め
て
佳
な
り
。

と
い
い
、
顔
…
が
黒
く
画
か
れ
て
い
る
事
を
知
る
の
ぞ
あ
る
。
こ
の
三

后
像
は
元
来
北
京
宮
中
の
南
薫
殿
に
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
赦
宮

博
物
館
に
う
つ
さ
れ
、
吏
に
李
氏
の
言
に
よ
れ
ば
戦
後
台
湾
に
接
収

さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
帝
后
像
に
つ
い
て
内
藤
博
士
は
「
宋
以
後
肖

肇
門
の
画
家
奮
義
る
べ
く
似
喜
よ
う
と
し
た
。
（
榊
）
宋
以

後
の
天
子
と
皇
后
の
像
は
強
い
て
そ
の
肖
像
を
画
か
ん
と
し
た
跡
が

　
　
　
　
⑨

あ
る
」
と
云
わ
れ
、
か
え
っ
て
生
気
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
ら
れ
る
。
気
韻
を
尊
ぶ
東
洋
人
物
画
の
精
神
か
鉤
云
っ
て
こ
れ
は

た
し
か
に
堕
落
ぞ
あ
る
。
　
し
か
し
、
　
そ
れ
は
却
っ
て
又
、
　
西
洋
的

な
写
実
主
義
に
近
い
も
の
が
、
宋
の
帝
后
像
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
示

し
、
　
従
っ
て
太
祖
像
も
真
容
に
近
い
こ
と
を
物
語
り
、
　
面
部
が
藩
…

黒
色
に
作
ら
れ
て
い
た
の
は
、
実
際
太
祖
の
御
難
が
そ
う
で
あ
っ

た
と
見
て
よ
い
ぞ
あ
ろ
う
。
因
み
に
太
祖
が
「
周
世
宗
、
諸
将
の
方

面
大
耳
の
者
は
、
皆
之
を
殺
せ
砂
。
然
れ
ど
も
我
終
日
側
に
侍
れ
ど

義
を
害
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
無
恥
と
云
っ
た
の
は
有
名
だ
が
、

太
祖
は
正
に
方
面
大
耳
で
あ
っ
た
事
は
面
白
い
。
古
来
、
「
面
、
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
田
の
如
し
」
は
封
侯
の
状
と
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
世
宗
は
太
祖

に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
ぞ
あ
ろ
う
。

二
　
上
戸
の
太
祖
一
数
々
の
逸
事
一

涼
水
記
聞
懸
に
曰
く

　
朕
（
太
祖
）
つ
ね
に
宴
会
に
よ
り
、
歓
に
乗
じ
酔
に
至
り
て
、

野
宿
す
る
も
、
未
だ
嘗
て
自
悔
芋
と
簾
詮
腿
談
二
。

番
三
王
舞
疹
太
祖
の
言
書
せ
て

　
酒
は
天
の
美
禄
な
り
、
と
。

　
こ
の
二
つ
の
糖
葉
で
太
祖
が
如
何
に
酒
を
愛
好
し
た
か
を
察
す
る

に
難
く
な
い
が
、
以
下
諸
書
に
見
ゆ
る
酒
に
関
す
る
太
祖
の
数
々
の

逸
事
を
あ
げ
、
事
実
と
し
て
裏
付
け
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
先
づ
在

野
時
代
の
逸
事
か
ら
見
よ
う
。

　
太
祖
に
は
少
く
と
も
二
人
の
酒
友
が
あ
っ
た
…
様
ぞ
一
人
は
道
士
張

守
真
、
一
人
は
建
雄
節
度
使
贈
侍
中
罵
言
徽
で
あ
る
。
長
編
巻
一
七

開
宝
九
年
十
月
条
罫
引
の
愚
僧
丈
繋
駕
山
野
録
に
曰
く
、

　
租
宗
素
躍
の
日
、
嘗
て
一
道
士
と
関
聯
に
遊
ぶ
。
定
ま
れ
る
姓
名

，17　（S95）



　
な
し
。
自
ら
曰
く
混
沌
、
或
は
又
曰
く
真
無
な
り
と
。
つ
ね
に
乏

　
し
き
こ
と
窟
ら
ば
嚢
金
を
探
る
、
愈
々
探
ぐ
れ
ば
減
た
禺
ず
。
三

　
（
二
）
人
臣
飲
す
る
毎
に
欄
酔
す
。
云
々

と
。
長
編
に
よ
れ
ば
右
の
道
士
は
張
守
信
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
張
守

真
は
蟄
歴
県
の
民
で
、
後
、
道
士
と
な
り
、
太
祖
不
豫
と
な
っ
て
開

宝
九
年
十
月
死
ぬ
間
際
、
召
さ
れ
て
闘
乱
に
至
っ
て
い
る
ゑ
ら
、
非

常
な
信
用
が
あ
っ
た
人
物
と
愚
わ
れ
る
。
右
文
よ
り
在
野
時
代
か
ら

親
交
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
ま
つ
酒
友
の
一
人
と
数

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
蕪
鮮
舗

　
今
一
入
は
趙
彦
徽
で
あ
る
。
太
祖
の
後
指
世
宗
仕
覆
時
代
に
兄
と

よ
ん
で
親
し
く
し
て
い
た
人
物
で
、
太
祖
即
位
す
る
や
、
わ
ざ
く
呼

び
よ
薯
抜
擢
し
麗
鎮
嶺
占
め
た
と
い
う
（
建
雄
節
度
使
西
台
中
た
り
）
。

こ
の
人
生
来
の
酒
好
き
で
あ
っ
た
と
見
え
て
開
宝
元
年
過
度
の
飲
酒

が
屯
と
ぞ
死
ん
ぞ
い
る
。
そ
の
時
、
太
祖
は
親
し
く
そ
の
恩
讐
に
幸

し
て
銭
百
万
を
賜
う
た
。
生
前
彼
が
上
京
す
る
と
酒
宴
を
開
き
悉
曇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

甚
だ
厚
か
っ
た
こ
と
、
太
祖
が
兄
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
推
し
て
、
二

人
の
交
友
は
可
成
り
深
い
も
の
で
あ
っ
た
事
が
察
せ
ら
れ
、
第
二
の

酒
友
と
し
て
敢
て
あ
げ
た
次
第
ぞ
あ
る
。

　
次
に
在
野
時
代
の
太
祖
の
酒
を
め
ぐ
る
一
一
挿
話
を
紹
介
せ
ん
に
石

林
燕
義
旨
く

　
　
太
祖
微
な
り
し
時
、
嘗
て
婆
磐
て
南
京
（
応
天
）
塩
辛
廟

災
る
。
嚢
走
纂
箕
山
簑
錠
っ
）
脅
。
因
繋
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
　
　
　
お
ゑ
も
　
　
　
　
　
　
ぎ
ち
ろ
だ

　
て
以
て
己
の
三
位
を
占
う
。
俗
に
一
着
一
仰
を
以
て
聖
箋
と
な
す
。

　
小
校
よ
り
以
上
飾
度
〔
使
〕
に
回
る
ま
で
皆
、
応
ぜ
ず
。
忽
ち
曰

　
く
「
此
を
過
た
ば
則
ち
天
子
た
ら
ん
か
」
囁
と
。
　
一
幅
し
て
而
し
て

　
聖
箋
を
得
た
り
。

と
Q

ま
た
薬
記
聞
警
曰
く
、

　
　
太
祖
は
じ
め
周
世
宗
に
櫨
州
に
事
う
。
　
〔
曹
〕
彬
世
｛
示
の
親
等

　
と
な
り
て
茶
盆
を
掌
る
。
太
祖
従
っ
て
酒
を
求
む
。
彬
曰
く
「
此

　
れ
官
酒
旧
な
り
。
轄
取
て
相
国
・
り
べ
か
ら
ず
」
と
。
自
ら
酒
一
を
清
い
て

　
以
て
飲
ま
し
む
G

と
。
曹
彬
屯
可
成
り
愛
酒
家
ぞ
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
曹
彬
が
太
祖

の
命
を
う
け
て
江
南
を
討
た
ん
と
す
る
そ
の
禺
発
に
際
し
、
聖
書
を

一
夜
禁
中
に
召
し
て
親
し
く
酒
を
く
ん
ぞ
飲
ま
㍗
め
た
と
こ
ろ
、
酔

い
つ
ぶ
れ
て
前
後
不
覚
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
宮
人
が
水
を
汲
ん
で
来

て
彬
の
顔
に
ぶ
っ
か
け
た
ら
や
っ
と
気
が
つ
い
た
。
太
祖
は
彼
の
背

中
を
た
た
い
て
「
し
っ
か
り
せ
よ
、
し
っ
か
り
せ
よ
」
と
元
気
づ
け

，18　（396）



柴太祖酒癖考（荒木）

　
　
　
⑲

た
と
い
う
。

洛
太
祖
蓬
隆
元
無
伽
轍
）
魔
軍
の
諸
将
経
嚢
て
陳
醸

で
蕾
ハ
抱
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
も

酒
に
酔
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
長
編
巻
一
建
隆
元
年
春
正
月
癸
卯
の
条
に
よ
れ
ば
、
太
粗
は
殿
前

・
都
点
検
と
し
て
近
衛
軍
を
ひ
き
い
て
北
伐
の
陣
を
陳
橋
駅
－
開
封
の

北
卍
張
っ
た
そ
の
あ
る
晩
の
こ
と
、
か
ね
て
幼
主
恭
黛
駐
で
）

を
戴
い
て
戦
う
こ
と
の
不
安
か
ら
匡
胤
に
平
素
親
服
せ
し
諸
将
の
闇

に
匡
胤
擁
立
の
下
相
談
が
出
来
て
い
た
。
淡
儀
や
石
守
信
な
ど
年
々

た
る
武
将
の
面
々
が
太
祖
の
寝
所
を
取
り
巻
い
て
、
夜
の
あ
け
る
の

を
待
つ
た
と
言
う
。
そ
の
と
き
匡
胤
は
前
夜
来
季
を
飲
ん
で
ぐ
つ
す

砂
寝
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
長
編
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
（
諸
将
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
サ
ド
。
。

環
立
し
て
旦
を
待
つ
。
太
祖
臥
塾
し
て
は
じ
め
省
ら
ず
。
黎
明
四
面

よ
9
叫
呼
し
て
起
つ
。
声
原
野
を
震
わ
す
」
と
あ
る
か
ら
証
拠
歴
然

で
あ
る
。
何
事
な
ら
ん
と
太
祖
二
日
酔
の
顔
で
着
物
も
そ
こ
く
に

外
に
出
よ
う
と
し
た
途
端
、
有
無
を
い
わ
さ
ず
黄
炮
を
加
え
ら
れ
た

と
い
う
の
が
実
情
ら
し
い
。
先
掲
播
縷
言
の
詩
の
中
に
、
山
申
に
睡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り

し
て
牢
を
得
た
と
あ
る
が
、
更
に
詳
し
く
言
え
ば
山
中
に
臥
飛
し
て

・
牢
を
得
た
と
い
う
べ
き
ぞ
あ
ろ
う
。

　
次
に
酒
婦
き
の
太
祖
が
酒
の
密
醸
取
締
り
を
緩
に
し
た
こ
と
、
及

び
酒
の
上
ぞ
の
臣
下
の
失
儀
は
緩
大
に
処
置
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
よ
う
。
’

　
五
代
後
漢
の
初
期
に
は
私
麹
を
犯
す
る
も
の
は
量
の
如
何
を
問
わ

ず
棄
市
さ
れ
、
後
周
太
祖
は
五
斤
に
至
れ
ば
死
に
処
す
る
な
ど
、
ヤ

ミ
酒
の
取
締
は
五
代
に
於
て
頗
る
厳
で
あ
っ
た
。
し
か
る
と
こ
ろ
、

宋
太
祖
に
至
る
や
右
よ
り
大
巾
に
取
締
を
緩
に
し
、
ま
つ
建
隆
二
年

（
隷
）
す
な
わ
ち
即
位
の
翠
詔
し
て

　
私
麹
を
犯
す
こ
と
十
五
斤
、
灘
酒
を
以
て
入
城
す
る
に
三
斗
に
至

　
れ
ば
、
始
め
て
事
典
に
処
せ
ん
。
其
の
籐
は
罪
を
論
ず
る
こ
と
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
あ
り
。
私
に
欧
風
を
市
ぐ
屯
の
は
造
る
者
の
半
ば
を
減
ぜ
ん
。

と
し
、
つ
い
で
皐
後
退
拳
（
穀
）
に
は
、
更
に
・
装
緩
に

し
て
、
酒
麹
の
取
締
り
は
都
会
地
で
は
二
十
斤
、
村
落
で
は
三
十
斤

に
至
れ
ば
棄
市
と
す
る
。
ヤ
ミ
酒
運
搬
の
罪
は
五
斗
に
至
れ
ば
死
刑
、

ま
た
一
定
の
里
数
ご
と
に
分
ち
て
官
署
を
設
け
、
酒
を
発
売
せ
し
め

る
こ
と
、
及
び
ヤ
ミ
酒
を
そ
の
所
在
地
に
一
石
運
べ
ば
悪
寒
す
る

こ
と
に
愚
・
こ
れ
は
以
前
よ
り
大
分
緩
い
・
と
こ
ろ
が
そ
の
四
年

後
の
乾
徳
四
年
（
九
六
六
年
）
に
は
、
奮
謬
緩
く
し
て
、
私
に
酒
毒

造
る
者
、
都
会
は
五
ナ
斤
以
上
、
村
落
は
百
斤
以
上
、
ヤ
ミ
酒
を
禁
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地
に
運
ぶ
竜
の
は
コ
石
乃
至
三
石
以
上
、
官
暑
所
在
地
に
運
ぶ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
三
石
乃
至
五
方
以
上
の
者
、
死
罪
と
す
る
事
に
改
め
た
。
か
く
取

締
り
が
緩
く
な
っ
た
が
、
そ
の
結
果
如
何
な
り
し
や
と
云
う
に
、
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

味
深
い
こ
と
に
は
「
法
益
々
軽
く
し
て
、
　
犯
す
者
、
　
上
し
」
の
状

態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
色
々
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
直
接

に
は
安
い
灘
酒
が
多
く
市
場
に
禺
廻
っ
た
為
と
見
る
べ
く
、
‘
或
い
は

こ
れ
も
上
戸
の
太
祖
が
酒
の
大
増
産
を
実
施
し
た
為
か
も
知
れ
な

い
Q

　
次
の
逸
話
は
翰
林
挙
士
中
書
舎
人
の
王
薯
と
太
祖
に
関
す
る
話
。

王
著
は
酒
好
き
で
、
止
か
く
の
行
動
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
酒
に
酔

っ
て
、
夜
娼
家
に
宿
っ
た
と
こ
ろ
を
巡
吏
が
や
っ
て
来
て
現
揚
を
押

え
た
。
別
段
詮
議
の
こ
と
な
く
釈
放
さ
れ
た
が
、
密
に
事
を
以
て
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

聞
す
る
考
あ
り
し
が
、
不
問
に
附
し
た
と
い
う
こ
と
あ
り
。

　
ま
た
太
祖
か
つ
て
広
幅
殿
に
宴
を
開
い
た
と
き
太
子
太
師
二
幅
、

太
子
太
傅
武
行
徳
、
金
吾
衛
上
将
軍
王
彦
超
の
三
入
が
「
皆
酒
に
酔

い
て
儀
を
失
い
、
御
史
の
劾
奏
す
る
と
こ
ろ
と
為
っ
た
」
が
、
太
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
詔
し
て
之
を
釈
し
た
と
い
う
こ
と
あ
り
。
酒
好
き
の
天
子
が
上
戸

の
臣
下
に
理
解
が
あ
っ
て
、
大
目
に
見
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
太
祖
か
つ
て
権
侍
衛
歩
軍
・
司
事
保
寧
留
後
の
据
苗
勲
に
向
っ

て
、
　
「
此
の
軍
（
雄
武
軍
）
は
新
し
く
募
っ
た
軍
だ
か
ら
、
恐
ら
く
兵

士
に
は
妻
帯
し
て
な
い
も
の
が
馨
る
だ
ろ
う
。
敏
に
若
し
願
い
出
て

婚
を
な
さ
ん
と
す
る
者
は
、
贈
財
な
ど
思
う
べ
き
で
は
な
い
。
但
だ

「
酒
灸
は
可
な
る
面
し
と
言
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
響
応
は
こ
の
太
祖
の

言
葉
の
意
味
が
判
ら
な
い
。
恣
に
部
下
兵
士
を
し
て
子
女
を
掠
奪
さ

せ
た
。
之
が
た
め
に
引
々
は
非
常
な
紛
擾
を
生
じ
た
と
言
う
。
太
祖

こ
れ
を
…
聞
く
や
大
い
に
驚
き
、
即
ち
命
じ
て
兵
士
を
捕
え
し
め
、
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

武
軍
の
兵
卒
百
余
人
を
斬
つ
．
た
と
云
う
珍
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

衆
」
の
意
味
は
、
酒
と
さ
か
な
の
意
で
あ
る
事
は
云
う
迄
竜
な
い
が
、

く
だ
い
て
い
え
ば
、
一
ば
い
飲
む
こ
と
ぞ
、
騰
．
財
は
禁
止
だ
が
、
そ

の
代
9
一
杯
飲
む
こ
と
は
許
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
上
戸
天
子
の

親
心
と
も
称
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
太
組
は
酒
宴
を
ひ
珍
い
て
重
要
会
談
を
行
っ
た
こ
と
が
少
く

な
い
。
そ
の
第
二
は
酒
杯
の
う
ち
に
諸
将
の
兵
権
を
解
い
た
こ
と
で
、

太
祖
の
逸
事
中
も
つ
と
も
有
名
で
あ
る
。
十
八
皮
略
に
も
の
せ
ら
れ

て
い
る
程
だ
が
、
叢
二
士
氏
も
す
で
に
「
論
宋
太
祖
収
兵
権
」
申
に
、

は
じ
め
の
所
に
、
一
節
を
設
け
酒
杯
の
う
ち
に
兵
権
を
と
い
た
孜
第

　
　
　
　
　
　
⑳

を
取
上
げ
て
い
る
。
太
祖
は
即
位
の
翌
年
に
禁
軍
の
大
将
を
一
度
に

醸
饗
す
る
が
、
そ
の
方
法
は
石
守
信
、
高
野
徳
、
王
胤
碕
、
張
令
鐸
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な
ど
を
集
め
て
酒
宴
を
開
き
、
宴
酎
な
る
に
蚕
っ
て
左
窟
を
し
夢
ぞ

け
て
、
お
も
む
ろ
に
切
り
出
し
た
。
曰
く
、
　
「
人
生
は
白
駒
の
隙
を

過
ぎ
る
よ
う
な
も
の
だ
。
諸
士
は
ど
う
し
て
七
面
倒
な
兵
権
を
返
上

し
て
、
気
楽
に
く
ら
す
事
を
考
え
な
い
の
か
。
財
を
蓄
え
、
舞
姫
激

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

児
な
ど
を
養
っ
て
、
日
日
酒
を
飲
み
で
相
喜
び
楽
し
く
人
生
を
送
る

工
夫
を
し
て
は
ど
う
か
、
そ
れ
が
お
互
に
よ
い
で
は
な
い
か
」
と
話

な
巧
み
に
持
ち
か
け
納
得
さ
せ
．
ま
ん
ま
と
兵
権
返
上
に
成
功
し
た
。

か
く
て
い
わ
ゆ
る
君
主
独
裁
、
言
誤
集
権
化
の
第
一
歩
が
見
事
に
切

ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き
太
祖
が
酒
の
力
を
用
い
て
納
得
さ
せ
、
そ
の

君
葦
ハ
に
「
日
日
酒
を
飲
み
で
相
喜
ぶ
」
よ
う
す
す
め
た
の
は
如
何
に

も
太
祖
ら
し
い
。

　
第
一
一
は
あ
る
雪
の
晩
、
お
し
の
び
で
三
審
趙
普
の
家
を
訪
れ
、
普

の
妻
の
焼
く
肉
と
お
酌
で
、
　
一
杯
や
り
普
の
妻
を
艘
さ
ん
な
ど
呼
び

乍
ら
、
そ
の
席
で
、
屡
屡
を
後
廻
し
に
し
江
南
を
討
つ
べ
き
こ
と
を

普
と
相
談
し
決
定
し
た
（
長
編
三
九
）
。

　
併
し
こ
こ
で
附
課
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
酒
好
き
で
も
、
贅
沢

三
昧
は
や
ら
な
か
つ
藻
で
薬
謁
歪
「
太
祖
重
油
と
あ

り
、
ま
た
後
宮
の
費
用
青
り
つ
め
（
越
報
）
自
ら
纂
の
讐
垂
れ

る
（
長
編
巻
三
）
饗
し
て
い
る
。

三
　
下
戸
の
太
宗
ー
ー
－
兄
太
祖
と
の
性
格
的
妻
達
t

　
弟
太
宗
は
も
と
匡
義
と
い
い
、
太
祖
即
位
す
る
や
光
義
と
改
め
、

開
室
一
年
（
獣
靴
）
璽
に
封
書
る
（
誘
蕪
講
の
）
碧
太
祖

と
同
じ
く
昭
憲
皇
后
杜
氏
の
腹
、
父
弘
殿
の
第
三
子
で
あ
る
。
五
代

の
兵
乱
を
さ
け
て
母
后
は
二
人
の
兄
弟
を
籔
の
中
に
入
れ
て
、
逃
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

歩
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
長
じ
て
兄
太
祖
か
ら
非
常
に
鍾
愛
さ
れ
た

（長

續
N
閏
月
）
。
き
う
が
太
宗
覧
豊
、
殺
ど
璽
し
な
か

っ
た
様
で
あ
る
。
太
祖
死
後
、
太
祖
の
笑
乎
実
弟
に
対
ず
る
太
宗

の
態
慶
は
冷
た
く
太
組
第
コ
子
徳
昭
は
太
原
征
伐
の
論
功
行
賞
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

太
宗
に
促
し
拒
否
さ
れ
る
や
自
殺
し
叉
第
四
子
徳
芳
は
若
く
し
て

（ニ

g
p
予
才
）
死
ゆ
叉
奮
の
藁
奎
箋
は
不
隠
謀
つ
を
い
う

疑
を
太
宗
に
か
け
ら
れ
倍
陵
雲
公
に
左
遷
さ
れ
、
そ
の
後
聞
竜
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

憂
を
以
て
世
を
去
っ
て
い
る
。
太
宗
の
長
子
楚
王
元
佐
は
廷
美
の
冤

を
い
い
救
わ
ん
と
す
る
も
太
宗
き
か
ず
、
延
美
死
す
る
に
及
び
発
狂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
暴
行
や
ま
ず
庶
民
に
下
さ
れ
る
な
ど
、
太
祖
死
後
、
面
白
く

な
い
こ
と
が
続
幽
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
太
宗
を
名
君
と
す

る
通
説
の
ま
ま
に
、
馨
暴
動
鞭
）
の
か
げ
に
か
く
れ
て
い
る

が
、
実
情
は
右
σ
通
り
ぞ
あ
っ
た
。
或
い
は
太
宗
の
人
物
が
弟
落
英
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武
な
太
祖
と
相
反
し
て
い
た
こ
と
に
一
半
の
原
因
が
求
め
ら
れ
は
し

な
い
か
。
　
〔
か
つ
て
宮
崎
博
士
は
太
宗
の
歴
史
的
地
位
が
我
が
国
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

上
の
家
康
に
似
て
い
る
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
〕
　
性
絡
…
も
次
に
か
か
げ

る
如
く
、
太
祖
太
宗
は
正
反
対
の
点
が
多
い
。

太

燈

煎

性，
格絡体昧趣

挺

太

宗
　
　
　
　
　
　
典

庶上野武豪 機寛

畏

的　戸

木人

型型

智
　
明

　　1仁
黒満l
　　l多

放朗恕

色 ｝1巴

皇
盾
三
入
の
み
（
皇
宋
十
朝
綱
要
巻

］
）

英
武
（
長
編
巻
筆
）

微
行
を
こ
の
む
（
名
臣
長
行
録
巻
一

趙
普
）

拙
稿
（
東
洋
史
研
究
八
巻
四
暑
）

欧
陽
脩
の
言
葉
（
長
編
…
巻
一
三
六
）

近
臣
の
過
失
を
と
が
め
ず
（
長
編
巻

一
六
）

挺

想思 ：書読愛

し型

欧
猟
を
好
む

漢
書
張
釈
子
伝

道
士
を
信
ず

帝
后
像
に
よ
る
（
及
既
述
）

開
宝
八
年
九
月
に
そ
れ
ま
で
好
き
で

あ
っ
た
敵
遊
を
蕾
む
（
長
編
巻
一
山
ハ
）

漢
文
帯
の
廷
鮒
と
し
て
有
名
、
治
…
獄

の
状
に
感
歎
す
（
長
編
巻
一
圏
）

長
編
巻
一
七

貴下

族

的 芦

天文

子人

型型

偏稻真
面
　
目

語狭
小

最i柔型

搭

型

敗
猟
を
好
ま
ず

漢
書
覆
誼
伝

仏
教
と
老
寝
を
簿
む

審
尋
四
人
、
表
価
導
入
（
皇
宋
十
朝
網
要
巻
二
）

完
成
さ
れ
た
天
子
の
趣
あ
り

「
朕
毎
日
所
為
有
常
習
」
　
（
長
編
巻
工
五
）

金
漆
を
疑
ひ
、
徳
昭
を
怒
ら
す
、
兵
士
に
態
し

差
別
酌
な
感
情
を
い
だ
く
（
侵
編
巻
二
四
）

帯
芝
像
に
よ
る

「
鷹
野
娯
棄
所
不
好
し
　
（
長
編
巻
軸
〇
）

叢
購
舗
勤
壕
の
如
慧
難
き
や

「
上
素
崇
釈
教
」
（
長
編
巻
一
一
三
（
及
吉
田
「
北
宋

全
盛
期
の
歴
愛
」
頁
五
五
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政策その他

官
吏
小
数
厳
選
主
義

精
　
兵
　
主
　
義

寛
　
　
　
　
　
飛

用
　
兵
　
巧
　
妙

愛
　
惜
　
官
　
爵

進
士
及
第
数
少
し

後
篇
世
宗
の
策
を
つ
ぐ
、
禁
軍
二
〇

万
〔
宮
崎
、
東
洋
に
お
け
る
素
朴
主

義
〕

「
繋
囚
皆
窪
」
の
等
し
ば
し
ば
見
ゆ

（
長
編
巻
　
五
、
六
）

長
編
巻
一
七

官
爵
多
数
主
養

多
兵
　
主
　
義

俊
　
　
　
　
　
刑

「
用
兵
不
如
太
祖
し

朝
恩
を
普
く
行
う

進
士
及
第
数
急
増
す
、
及
長
編
巻
一
八
〔
騨
居

正
の
三
葉
〕

太
宗
の
と
き
禁
衛
は
太
十
時
の
二
倍
と
な
り
、

同
時
に
よ
わ
く
な
る

「（

ｼ
漸
）
部
内
繋
囚
溝
獄
」

長
編
巻
二
三
七
三
三
の
書

〔
科
挙
政
策
に
現
る
〕

（
長
編
巻
一
一
三
）

太
祖
洛
陽
に
生
れ
、
そ
の
風
土
を
愛
す
、
故
に
洛
陽
遷
都
の
意
あ
り
。
太
宗
の
反
対
を
う
け
て
中
歪
す
（
宋
朝
事
爽
巻
一
長
編
巻
一
七
）

宋太祖酒癖考（蒐木）

　
以
上
の
う
ち
、
著
し
い
の
は
酒
の
点
で
、
太
宗
は
全
く
太
祖
の
正

反
対
の
下
戸
で
あ
っ
た
。
長
編
墜
雍
煕
葦
春
正
月
乙
丑
に

　
験
居
常
滞
れ
に
飲
む
。

と
い
い
、
ま
た
同
書
謄
二
感
電
二
年
十
二
月
乙
未
に

　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
春
夏
以
来
、
未
だ
嘗
っ
て
飲
酒
せ
ず

と
い
い
、
殊
に
後
の
文
は
十
二
月
の
記
事
だ
か
ら
、
春
以
来
飲
ま

ぬ
と
は
申
国
の
天
子
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
一
年
近
く
も
酒
を
飲
ま

な
か
っ
た
事
を
示
し
こ
れ
は
余
程
下
戸
の
人
ぞ
な
け
れ
ば
韻
来
な
い

・
と
で
あ
る
。
嚢
編
讐
餓
麟
二
に
は
太
宗
に
つ
い
て

　
上
は
塩
湯
を
以
て
酒
に
代
え
、
常
に
隔
心
の
衣
を
服
し
、
鷹
犬
の

　
娯
、
素
よ
り
阻
ま
ざ
る
所
な
り
。

と
あ
り
、
右
は
太
宗
の
飾
倹
振
り
を
示
し
た
も
の
ぞ
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
に
し
て
も
塩
湯
を
以
て
酒
に
代
え
る
と
は
尋
常
の
入
ぞ
は
到
底
な

し
得
な
い
所
で
、
如
何
に
太
宗
が
徹
底
し
た
下
戸
で
あ
っ
た
か
を
示

し
て
い
る
。
ま
た
醍
飲
食
慶
蓮
こ
す
・
と
な
と
（
論
灘

礫
鐸
）
と
も
見
え
る
。
太
能
筆
酔
い
轟
せ
ぬ
書
っ
て
い

る
の
と
非
常
な
相
違
で
あ
る
。
果
し
て
酒
を
め
ぐ
っ
て
太
祖
と
太
宗

と
が
非
常
な
感
情
の
疏
隔
を
来
し
た
一
つ
の
事
件
が
起
つ
た
。
宋
電

導
彙
穐
太
祖
条
下
繍
見
近
讐
記
票
馨
て

　
金
城
夫
入
幸
を
太
祖
に
得
た
り
。
一
日
、
後
苑
に
憎
悪
す
。
上
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す
オ
サ
ヵ
ズ
ギ

　
（
太
祖
）
　
巨
胱
に
酌
み
て
以
て
太
宗
に
勧
む
。
太
宗
固
辞
す
。

　
上
、
復
た
之
を
勧
む
。
太
宗
庭
下
を
顧
み
て
叛
く
「
金
城
夫
人
親

　
し
く
此
の
花
を
折
り
て
来
ら
ば
、
乃
ち
飲
ま
ん
」
と
。
上
、
遂
に

　
之
に
命
ず
。
太
宗
弓
を
引
き
て
之
を
射
殺
す
。
即
ち
再
拝
し
て
泣

　
き
て
太
祖
め
足
を
抱
き
て
踏
く
「
陛
下
方
め
て
天
下
を
得
た
り
。

　
宜
し
く
軸
装
の
た
め
に
自
重
す
べ
し
」
と
。
上
、
飲
射
す
る
こ
と

　
故
の
如
し
。

と
。
右
文
相
当
の
記
事
が
他
の
満
塁
に
見
え
ず
、
金
城
夫
人
に
就
い

て
も
皮
料
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
太
祖
太
｛
示
が

酒
の
こ
と
で
深
刻
に
感
情
的
に
疏
隔
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
酒
を

粛
重
す
る
様
太
｛
添
が
兄
に
す
す
め
た
が
、
弟
太
｛
示
蟹
鍾
愛
し
た
兄
太

祖
も
酒
の
点
で
は
譲
れ
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
酒
豪
の
宿
命
1
…
死
因
を
疑
う
一

太
祖
の
図
鑑
轟
薫
に
よ
れ
ば

　
開
宝
九
年
癸
丑
夕
帝
崩
於
万
歳
殿

と
あ
り
、
そ
の
前
後
に
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
は
な
い
。
し
か

る
に
長
編
晧
｝
開
宝
九
年
冬
十
月
の
条
に

　
　
　
　
ド

　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
へ
　
も

　
上
不
豫
。
駅
召
〔
張
〕
守
真
至
飛
下
。
壬
子
、
命
内
侍
王
継
恩
、
就
建

　
隆
観
、
設
黄
鳥
醜
。
令
守
真
降
神
。
…
．
：
上
即
夜
召
晋
王
属
以
後

　
事
。
左
右
皆
不
得
聞
。
但
遙
見
尊
影
下
。
露
寒
縛
或
離
席
。
若
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

　
遜
避
之
状
。
既
上
引
斧
山
地
。
大
声
謂
二
王
好
為
之
。
癸
途
上
罷

　
干
万
歳
殿
。
時
夜
富
有
鼓
。

と
あ
っ
て
発
病
か
ら
崩
御
ま
ぞ
を
記
し
て
い
る
が
、
上
不
豫
を
何
日

だ
と
明
記
し
て
い
な
い
。
御
批
歴
代
三
下
輯
覧
に
あ
っ
て
は
、
長
編

の
こ
の
「
上
不
豫
」
の
一
句
を
次
に
か
か
げ
る
如
く
、
壬
子
の
下
に

お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
開
宝
九
年
冬
十
月
帝
崩
。
晋
王
光
義
郷

位
」
の
下
の
註
に

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
李
羅
長
編
云
。
壬
子
、
帝
不
豫
。
夜
召
曲
論
属
後
事
。
左
膚
皆
不

　
得
聞
。
但
遙
見
天
下
。
晋
王
隠
或
離
席
。
若
有
所
遜
避
結
状
。
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
而
上
引
柱
斧
鐵
地
大
声
謂
。
晋
王
好
為
之
。
已
而
帝
崩
。

と
あ
る
。
思
う
に
長
編
の
書
き
方
が
曖
妹
で
あ
る
た
め
に
、
壬
子
発

病
し
、
　
一
夜
の
う
ち
に
崩
御
さ
れ
た
と
輯
覧
で
は
考
え
た
と
解
せ
ら

れ
る
。
ま
た
皇
朝
編
年
綱
目
備
要
巻
三
は
長
編
に
よ
っ
た
ら
し
い
が
、

上
不
豫
の
日
付
は
何
日
と
も
書
か
ず
、
　
「
至
瀬
上
不
豫
。
壬
子
召
晋

餌
差
以
後
事
。
癸
丑
上
崩
し
と
し
て
い
る
。
長
編
の
「
上
不
豫
」
を

該
記
事
の
前
の
記
事
f
そ
の
日
付
は
庚
戌
だ
が
、
そ
れ
に
か
け
る
事

は
不
可
能
で
あ
る
。
現
に
庚
樹
上
不
豫
と
し
て
い
る
史
書
は
な
い
。
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太被酒辮考（荒木）

そ
こ
ぞ
結
論
と
し
て
輯
覧
の
如
く
不
豫
か
ら
…
崩
御
ま
ぞ
は
一
日
以
内

の
こ
と
と
し
従
っ
て
太
祖
は
急
な
致
命
的
な
病
で
崩
じ
た
と
解
し
た

い
。
　
（
康
煕
帝
は
獄
虐
説
を
否
定
し
て
、
郵
貯
斧
声
は
信
ず
べ
か
ら

ず
と
し
、
長
編
の
獄
虐
を
暗
示
す
る
如
き
書
き
方
は
太
宗
に
ぬ
れ
衣

を
か
け
る
も
の
だ
と
し
て
い
・
道
議
灘
ま
た
酒
毒
の
た
め

背
中
に
癒
疽
を
発
し
、
こ
れ
が
命
取
り
と
な
っ
た
と
い
う
説
は
「
宋

太
祖
征
南
唐
」
と
う
回
章
本
の
第
五
十
三
圏
「
病
癖
疽
太
祖
雪
崩
」

に
見
え
る
が
、
こ
の
書
は
薯
者
竜
年
代
も
不
詳
の
史
料
価
値
な
き
俗

書
で
あ
る
か
ら
採
る
に
足
ら
ぬ
。
そ
こ
で
最
後
に
卒
然
と
思
禺
さ
れ

る
こ
と
は
太
祖
が
猪
の
如
き
罷
満
型
で
顔
が
麓
黒
く
て
非
常
な
酒
好

き
で
あ
っ
た
こ
と
ぞ
あ
る
。
か
か
る
体
質
、
か
か
る
酒
豪
の
人
が
病

死
し
か
も
一
日
位
の
急
病
で
死
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
病
名
も
自
ら

想
像
が
つ
く
。
た
だ
し
こ
れ
は
獄
虐
説
を
否
定
す
る
程
の
カ
の
な
い

単
な
る
試
論
の
域
を
鐵
な
い
事
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
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⑨
と
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　　　　As　the　public　owneysl｝ip　of　M，ipes　wa’s　‘a　Principle　of　tl！e　Edo，Go－

vernment，　part　of　’the　Prodncts　of　the　lmtai’　mines　was　presented　to　the

Governn｝ent．　’　Hgwevey，　the　whole　amount　of　this　cribute　（IJnjoshoyak

運上諸役）was　reptxid　later．　The　amouiit　of．．　the纏ibu七e　was　bein塞9沿

dually　reduced　for　the　thirty　years’following　the　opening　of　th’e　innai・

mines，　and．　then　sti｝1　faster．　Since　ear・ly　eighteenth　century，　the　annu－

al．．tribute　ca！ne　to　be　fixed　as．1，400　m．Qnme（．匁）．　　In　parallel　with

this，　the　systen　of　entevprises　wege　getting　refot．med　iLnd　many　of　’go－

vermental　mines　were　trusted　to　privt・“e　capitalists．　At　tlie　beginning

of　ltist　centuvy，　’the　tottLl　amount　of　output　even　exceeded　5，000　kg．

　　　　The　popu1誌tion　of　the　silver　lnil，le　towll（銀：由町）was　as　much　as

10，000　in　166Q：　lt　inight　have　beep　twtce　as　much　when　the　town　was

the　most　prosperous．　There　were　’vtMrious　groups　of　workers　and　tecl？ili－

cians，　coming　froin　all　over　J　apan，　especially　from　Edo，　Osaka，　Kyoto，

Ise，　Omi　etc．　After　the　battle　of　Sekigahara（関ケ原の役），　uneniployed

warriores　gathered　there，　wishing　to　be　an　explorer　or　a　law　othicial．

This　kind　of　town，　’ 翌?ｅｒｅ　people　of　all　sorts　of　professioirs　from　al｝

parts　of　the　country　suddenly　poured　in　and　moreover　dependent　on

tlle　unstable　econonrictil．　condition　of　ininlng　i）ndustry－had　certainly，

features　entirely　different　from　that　of　other　more　common　towns．

　　　　　　　T‘ai　tsu（太祖）of　Sung（宋＞and　Liquors

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshiichi　Araki

　　　．T‘ai　tsu（太祖），　Cha・k‘ua且g　yin（趙匡胤），　emper・r・f　Suag（宋）

Dynasty，　was　born　il｝acert曲ユ130ar，s　year，　and，皿oreover，　was　verア

fat　and　httd　a　red　face．　His　subjects　’called　him　“Boar　”．　［’he　tradi－

tiontLl　portraits　of　the　emperor　certain｝y　legitimate　this　name．　He　loved

liquors　alユd　was　said　bアsoエ1■e　to　have　died　of　too　inuch　dτinking．　Oll

the　contrary，　T‘ai　tsun9，（太宗）his　younger　brother，　was　rather　sltinny

and　entirely　avoided　liquors．　13esides，　tliese　brothers　were　much　differ－

ent　in　cht・xracter，　and　often　niis；understood　or　even　hated　each　other．

If　we　press　tiiis　much　farther，　we　would　be．　likely　to　adinit　the　theory

of　Pr．1．　Miyazaki（宮崎¶市定）that　T‘ai　tsu　was　murdered　by　T‘乙しi

tsui　g．　1｛owevey，’if　we　close！y　exaiirine　his　health　condition　in　his　later

years，　it　is　not　impossible　to　agree　with　those　who　conclude　his　death

as　a　natural　・but　sudden　death　because　of　his　love　for　｝iqtwrs　as　men－

tioned　above．

　　　’AC　any　rate，　the　cause　of　T‘ai　tsu’s　death　is　not　tlie　main　subject

of　this　essay．　’S？Ve　have　discussed　the　clvar‘acter　of　［［’‘ai　tsu，　especially

from’．　the　viewpoint　of　his　love　for・liqttors，　in　various　ways　and

reqdest　the　criticisins　from　the　side　of　the　readers．

（農35）


